
訪問看護サービス契約書（医療介護共通/2026年6月1日版） 

訪問看護重要事項説明書 

 

1.​ 訪問看護事業者の概要 

名称 ソフィアメディ株式会社 

代表者名 代表取締役　伊藤　綾 

所在地・連絡先 
住所　　東京都港区芝浦三丁目一番一号 

電話　　03-6665-8887 

業　務　概　要 

・ 訪問看護ステーションの運営 

・ デイサービスの運営 

・ 居宅介護支援事業所の運営 

・ 在宅医療サービス（訪問診療）業務支援 

・ 在宅医療、福祉サービス経営コンサルティング 

 

2．事業所の概要  

事業所名 ソフィアメディ訪問看護ステーション大泉学園 

所在地・連絡先 
住所　　東京都練馬区東大泉1-19-35　三慶ビル3階 

電話　　03-5935-8571　FAX 　03-5935-8572 

事業所番号（介護／医療） 1362090795／7394992 

管理者の氏名 田中　隆司 

サービス実施地域 練馬区の一部、西東京市、新座市 

 

3．事業所の職員体制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

従業者の職種 職務内容 人員数 

管理者（看護師） 

管理者は、主治医の指示に基づき適切な

訪問看護が行われるよう必要な管理及び

従業員の管理を一元的に行うとともに、

事業所の従業員に対し遵守すべき事項に

ついて指揮命令を行う。 

１名 

訪問従業員 

看護職員 
看護職員は、訪問看護計画書及び報告書

を作成し、訪問看護を行う。 

常勤換算2.5名以上 

（常勤１名以上） 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

訪問看護（在宅におけるリハビリテー

ション）を担当する。 
１名以上 

 

4．事業所の運営方針 

①　事業の目的 

訪問看護ステーションの看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、疾病やけが等によ

りご家庭において、継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を

認めたお客様に対し、適切な訪問看護等サービスを提供することを目的とします。 

②　運営方針 

・従業員は、お客様の心身の特性を踏まえて、可能な限りご自宅において、その能力に応じ、自

立した日常生活を営むことができるよう、心身の機能の維持回復を目指して支援いたします。

また、サービスの実施に当たっては、居宅介護支援事業所、関係行政機関、地域保健・医療・

福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

・Dedication（貢献）とHospitality（厚遇）を理念に掲げ、熱意をもってスタッフ全員が、ご本

人様、ご家族様のためにサービスを提供していきます。 
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5．営業時間・営業日 

年中無休　9:00～18:00 

 

6．料金 

①　原則としてお客様の所得に応じ、料金表の利用料金の1割、2割、3割のいずれかがお客様の負担

額となります。 

②　介護保険適用の場合、介護保険の限度額を超えての利用分においては、全額お客様の負担とな

ります。 

③　料金の詳細は料金表をご参照ください。 

 

7．お客様利用料金のお支払い 

①　口座引落でお願いいたします。また、弊社への銀行口座・郵便局口座への振込でもお支払いが

可能です。その場合の振込手数料は、お客様負担となります。 

②　申し込みが初回の引落しに間に合わない場合は、引落しの手配が完了するまでは現金払いにて

お願いする場合があります。 

③　②の現金払いをするにあたり、月末で締めた1か月分の御請求書を、翌月上旬に担当者よりお渡

しいたしますので、後日担当者の訪問時にお支払いください。 

④　領収書及び明細書は、入金確認後に発行いたします。なお、再発行はいたしませんので大切に

保管してください。 

 

8．キャンセルについて 

①　サービスの利用をキャンセルする際には、速やかに下記の連絡先までご連絡ください。 

　　　　連絡先の電話番号：03-5935-8571 
②　サービスの利用をキャンセルする場合には、サービス利用予定日の前営業日の18時（以下、

「キャンセル期限」といいます）までにご連絡ください。キャンセル期限までにご連絡いただ

けない場合、自己負担割合分の100％をキャンセル料としてお支払いいただきます。 

 

9．緊急時の対応について 

①　通常契約のお客様 

・サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかにお客様の主治医、救急隊、緊急時連

絡（ご家族等）、介護保険の適用があるお客様の場合は介護予防サービス計画又は居宅サービス

計画を作成した関係機関（地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等）へ連絡をします。 

・営業時間外の、夜間や休日等に容態の急変等、緊急のケースが発生した場合に備えて、あらかじ

め担当看護師に緊急時の対処についてよくご相談ください。 

②　緊急時訪問看護加算又は24時間対応体制加算（24時間携帯電話受付）について説明を受け、同意

されたお客様 

・訪問看護(看護師による訪問)をご利用のお客様は、ご容態とご要望に応じて、24時間携帯電話受

付をご利用いただくことが可能です。ご利用いただくためには、緊急時訪問看護加算又は24時間

対応体制加算の同意が必要であり、同意いただいたお客様には、緊急時の連絡先、携帯電話の番

号をご案内いたします。 

・訪問が発生した場合、緊急時訪問看護加算又は24時間対応体制加算の料金のほかに、訪問ごとに

料金が発生します。詳しくは料金表をご参照ください。 

・同意にあたりましては、担当の看護師とご相談の上、ご決定ください。 

 

＜緊急時対応についてのご注意点＞ 

・平日の営業時間外・休業日には緊急連絡体制により、介護相談及び臨時訪問対応も行います。対

応には当ステーションの看護師が当番制であたります。病状によりましては医療機関への救急が

必要になる場合もございます。お電話にてお話をお伺いし状況に応じて対応いたします。 

・夜間・深夜の定期訪問サービスはございません。 

 

10．事故発生時の対処について 

①　サービス提供中に、事故が発生した場合には、速やかにお客様のご家族等緊急時連絡先に連絡

を行う等、必要な措置を講じます。 
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②　お客様がけがをされた場合、けがの状態、現場状況等を確認し、状態に応じて、救急隊、主治

医、居宅支援事業者等へ連絡し、必要な対処をいたします。 

③　物損事故が発生した場合、お客様のけがの状況、破損物の状況や程度を確認し、追って破損物

の写真撮影等にお伺いし、必要な対処をいたします。 

④　訪問にあたり、担当スタッフ自身がけがをしてサービス状況に支障が出た場合は、振替えやお

休み等、お客様とご相談のうえ、適宜対応いたします。 

 

11．情報提供療養費について 

健康保険では、地域の保健・福祉サービス機関と連携を図るために、市区町村等、又は指定特定相

談支援事業者等、又は学校等からの求めに応じて「訪問看護情報提供書」を提出する場合、情報提

供療養費が加算されます。また、病院等の保険医療機関への入院、入所に際し「訪問看護情報提供

書」を提出する場合も情報提供療養費が加算されます。 

 

12．個人情報の取扱いについて 

事業者は『秘密情報及び個人情報の保護に関する取扱いについて』に則り、お客様の個人情報を取

り扱うものとします。 

 

13. 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士（以下理学療法士等）の訪問について 

①　訪問看護サービスにおける理学療法士等の訪問につきましては、看護業務の一環として、看護

師の代わりに理学療法士等が訪問することとなっております。「訪問看護計画書（以下、「計

画書」といいます）」及び「訪問看護報告書（以下、「報告書」といいます）」の作成につい

て、お客様の状態について適切に評価を行うため、看護師との連携をとっての作成が必要とな

ることから、当ステーション看護師が通常の理学療法士等の訪問とは別に、定期的に訪問させ

て頂きます。原則として、看護師の訪問は月1回とし、お客様の状態の変化に合わせて、少なく

とも3か月に1回、看護師が訪問いたします。 

市区町村によって上記以外の頻度での看護師の訪問を定めている場合は、その頻度に準じて対

応いたします。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではございません。 

②　上記①に伴う看護師の定期的な訪問に伴う利用料金については、料金表に記載している訪問看

護基本料金に準じて算定し、ご請求させていただきます。 

 

14．サービス内容に関する苦情等相談窓口 

当社でのサービスに関する相談や苦情は、次の窓口で対応いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 次の公的機関においても、相談ができます。 

 

　 ①介護保険適用の場合 

お住まいの市区町村の高齢福祉に関する相談窓口 
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②健康保険適用の場合 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15．契約解除について 

①　お客様は、7日間以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができます。ただ

し、お客様の病変、急な入院等、やむを得ない事情がある場合又は事業者が契約を継続しがた

い不当な行為を行った場合は、通知により予告期間なくこの契約を解除することができるもの

とします。 

②　事業者は、やむを得ない事由若しくは、お客様又はそのご家族若しくはお客様の関係者と事業

者との信頼関係が毀損される事由が発生したと事業者が判断し、サービス利用契約の目的を達

することが困難になったときは、30日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することが

できるものとします。 

③　事業者は、前項によりこの契約を解除しようとする場合は、前もって、主治医、お客様の居宅

サービス計画を作成した居宅介護支援事業者、関連公的機関等と協議し、可能な限り必要な援

助を行います。ただし、お客様又はご家族が正当な事由なく当該援助を拒否するときはこの限

りではございません。 

④　次の事由に該当する場合は、事業者は通知により予告期間なくこの契約を解除できるものとし

ます。 

・お客様が事業者に支払うべき料金を30日以上滞納し、事業者の催告にも関わらず全額の支払い

がない場合 

・お客様やそのご家族、関係者による事業者及び事業者の社員への暴力、強迫等の犯罪行為、ハ

ラスメント、過度なクレーム等、訪問看護サービス利用の基礎となる信頼関係を著しく毀損す

る行為が認められた場合 

・事業者又は事業者の社員からの指示・依頼等に従わず、適切な訪問看護サービスの提供ができ

ないと事業者が判断する場合 

 

16．第三者評価の実施状況 

第三者評価実施の有無 無 

実施した直近の年月日 － 

実施した評価機関の名称 － 

評価結果の開示状況 － 

 

17．虐待の防止について 

事業者は、お客様及びそのご家族（以下「お客様等」といいます）の人権の擁護・虐待の防止等の

ために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

・虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しております。 

・成年後見制度の利用を支援します。 

・苦情解決体制を整備しています。 

・従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果を従業員に周知徹底を

図ります。 

・虐待の防止のための指針を整備しています。 
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18. 身体拘束等の適正化について 

事業者は、お客様等の生命・身体を保護するため緊急ややむを得ない場合を除き、身体拘束を行い

ません。身体的拘束を行う場合には、その態様、時間、利用者の心身の状況、緊急ややむを得ない

理由を記録します。 

 

19. 業務継続計画の策定等について 

・感染症や非常災害の発生時において、お客様に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計

画に従って必要な措置を講じます。  

・従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

・定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

20．お客様へのお願い 

・介護保険被保険者証の区分変更や更新があった場合には、事業者にご連絡ください。事業者は電

磁的記録により当該被保険者証を保存します。また、介護保険負担割合証の負担割合が変更に

なった場合、健康保険証等が変更になった場合も同様とします。 

・公費負担制度により、負担金の減免証（特定疾患・マル障など）をお持ちの方は、お申し出くだ

さい。取扱いは上記と同様です。 

　　・事業者の社員に対するお茶やお菓子、金品等のお心づけはご遠慮ください。 

　　・訪問時間が前後する場合がございます。万が一、交通状況等により到着が遅れる場合は、ご連絡

します。 

　　・担当者の指名等はできません。 

　　・ペットを飼育されている方は、ケージに入れることやリードでつなぐ等のご協力をお願いいたし

ます。 

　　・感染症予防のため、行政の指示に従い、対応を行う場合がございます。 

　　・災害発生時には訪問できない場合がございます。震度５強以上の地震が起こった場合、安全に業

務が行える体制を整えたのち、訪問を再開します。 
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